
「ＪＡバンク徳島優遇プログラム」内容変更のお知らせ 

 

令和７年１月１７日 

大津松茂農業協同組合 

 

１．変更内容等 

（１）ステージ判定の対象となるお取引項目・得点 

   令和７年３月 31日（月）より、「個人ＩＢ（ＪＡネットバンク）」「通帳レス」を得点対象取引に

追加し、対象取引ごとの配点を変更します。（変更箇所は赤字で表示しています。） 

得点対象取引 お取引内容 
得点 

変更前 変更後 

給与振込 一定期間内に給与振込を月間５万円以上お受け

取りいただいていること。 

100 50 

年金自動受取 一定期間内に公的年金（農林年金・農業者年

金・国民年金等）として振込をお受け取りいた

だいていること。 

100 50 

公共料金自動支払 一定期間内に電気・電話・ガス・水道・ＮＨＫ

料金を自動支払されていること。 

10～50 10～50 

ＪＡカード利用 一定期間内にＪＡカードをご利用され（ショッピ

ングや年会費等）、その代金を自動支払されてい

ること。 

80 20 

正組合員資格 月末時点で正組合員資格をお持ちであること。 100 50 

正組合員家族 月末時点で正組合員資格をお持ちのお客さまの

同居家族であること。 

100 20 

准組合員資格 月末時点で准組合員資格をお持ちであること。 100 20 

貯金残高 月末時点で貯金（当座・普通・総合・貯蓄・定

期性貯金、ただし決済用貯金は含まない）を合

計 10万円以上お持ちであること（10万円毎に１

点ずつ付与します）。 

２ 

(上限 100) 

１ 

（上限 50） 

定期貯金・定期積金 １年以上、定期貯金または定期積金の契約がある

こと。 

10 10 

貸出金残高 

（500万円以上） 

月末時点で貸出金（農業資金・住宅・リフォー

ム・マイカー・教育・カード・多目的・フリー

ローン等）を合計 500万円以上ご利用いただい

ていること。 

100 50 

貸出金残高 

（500万円未満） 

月末時点で貸出金（農業資金・住宅・リフォー

ム・マイカー・教育・カード・多目的・フリー

ローン等）を合計 500万円未満ご利用いただい

ていること。 

50 20 

 



個人ＩＢ（ＪＡネッ

トバンク） 

判定基準月にＪＡネットバンクをご契約いただ

いていること。 

－ 20 

通帳レス 月末時点で通帳レス対象口座のうち、当座性貯

金口座を含んで１口座以上通帳レスとなってい

ること。 

－ 20 

 

（２）提携ＡＴＭ入出金手数料について 

   令和７年４月 25日（金）より、提携ＡＴＭ（ゆうちょ銀行、セブン銀行、ローソン銀行、イーネ

ット）をご利用いただいた際の入出金手数料を無料化するサービスを以下のとおり変更します。（変

更箇所は赤字で表示しています。） 

 変更前 変更後 内容 

ステージ

３ 
10回 10回 

前月末時点の取引状況に応じた優遇ステージ適

用期間（当月 25日～翌月 24日）に、提携ＡＴ

Ｍ（※１）において有料となる入出金取引を行

った場合、ステージ別の優遇回数まで手数料が

無料となります。（※２） 

（※１）対象となるＡＴＭはゆうちょ銀行、セブン銀

行、ローソン銀行、イーネットのみとなります。 

（※２）対象口座は｢当座一般、普通（一般・総合・営

農）｣となります。 

ステージ

２ 
５回 ３回 

ステージ

１ 
０回 ０回 

 

（３）個人ＩＢ （ＪＡネットバンク）の振込手数料について 

令和７年４月 25日（金）より、ＪＡネットバンクで県内他ＪＡ宛・県外ＪＡ宛・他行宛の振込を

行った場合、ステージ別の優遇サービスを以下のとおり新設します。（変更箇所は赤字で表示して

います。） 

 変更前 変更後 内容 

ステージ

３ 
－ ２回 

前月末時点の取引状況に応じた優遇ステージ適

用期間（当月 25日～翌月 24日）に、個人ＩＢ

（※）において振込を行った場合、ステージ別

の優遇回数まで手数料が無料となります。 

（※）対象口座は｢当座一般、普通（一般・総合・営

農）｣となります。 

（※）個人ＩＢの振込手数料無料について、振込手数料

先方負担の場合は優遇対象外となります。 

ステージ

２ 
－ １回 

ステージ

１ 
－ ０回 

 

（４）ステージの確認方法について 

   配点変更後のステージの確認方法については、令和７年４月 25日以降にＪＡネットバンクまた 

はＪＡバンクアプリプラスのログイン後、ホーム画面をご確認ください。 



２．「ＪＡバンク徳島優遇プログラム規定」の変更について 

上記変更を踏まえ、「ＪＡバンク徳島優遇プログラム規定」を令和７年４月１日付で変更いたしま 

す。詳細につきましては、当組合ホームページのほか、ＪＡバンク徳島ホームページ

(https://www.jabank-tokushima.or.jp)をご参照ください。 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 大津松茂農業協同組合 金融共済部（088-686-1105） 


